
林業機械（油圧ショベル）１台　一式

新品で、令和7年又は令和8年式（製造）であること。

２　環境対策

3　構造等  (1) クラス 0.5㎥クラス
　（ベースマシン）  (2) 総排気量 3,000cc未満

 (3) 使用燃料 軽油
 (4) 外寸 全長7900mm未満×全幅2500mm×全高2800mm未満

４　装備等 (1) 林業仕様
　（グラップルアタッチメント） (2) 木材グラップルアタッチメント配管一式

６　付属品 (1) 0.5㎥バケット
(2) ブレード
(3) 500mmトリプルグローサシュー
(4) ゴムパッド
(5) キャブフロント上下ガード
(6) キャブヘッドガード
(7) レバー操作切換装置
(8) 周囲ライト（LED）

7　整備等 (1) 毎年6月に特定自主検査を実施すること。（2年目から5年目まで計４回）
なお、交換部品等がある場合は、別途協議の上、実施するとともに、費用につ
いては、メーカー保証等を除き賃貸人が負担する。

(2) 動産総合保険の加入をすること。（免責10万未満で毎年更新。全5年）

8   使用する者の所在 　北海道旭川市西神楽１線10号　北海道立北の森づくり専門学院

特定特殊自動車排出ガス2014年基準に適合するものであること。
2020年燃費基準達成建設機械であること。

林業機械（油圧ショベル）賃貸借仕様書

１　品名及び数量


